
 令和 7 年 2 月吉日 

 

拝啓 梅花の候、皆様には益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。 

第２30 回 3 月のセミナーは、辻・本郷税理士法人の山口拓也先生を講師にお招きして、

令和 7 年度の税制改正についてと、昨年から改正された贈与について、わかりやすくご

説明頂く予定となっております。 

ご多忙中とは存じますが、万障お繰り合わせの上、是非ご参加下さいますようご案内申

し上げます。                                     敬具            
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  準備の都合上３月７日（金）迄に、 

ご連絡頂けますようお願い致します。 

 

 

（株）財産ドック事務局 （田屋舘） 

   TEL ０４８－６５３－５３００   FAX ０４８－６６７－６０８０ 

 E-ｍail  info@zaisan-dock.co.jp 

 （メールでもご出欠席の連絡をお受けいたしますのでご利用下さい。） 

              

１．日時  2025 年 3 月 15 日（土） 

       14：00～16：00  

２．演題『 令和７年度税制改正  』 

～個人にかかる税務、昨年から改正された贈与について～ 

３． 講師 辻・本郷税理士法人 

 税理士 山口 拓也 氏 

４． 場所 ソニックシティビル ９階 906 号室 

 


